
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生がスポーツや文化に親しむ機会は、これまで、学校の部活動が中心となって 

保障してきました。一方、少子化や学校の教職員の働き方改革が喫緊の課題と 

される時代において、これまでと同様に学校単位で部活動を継続することが困 

難な状況にあることから、スポーツ庁は、部活動の地域展開を進め、子供たち 

が将来にわたりスポーツ等に継続して親しむことのできる機会を確保することを目指しています。 

 新座市では、中学生の興味や関心を大事にした活動の場を今後も保障するため、地域の力を結集し

て「地域クラブ活動」を立ち上げ、中学生を応援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 各地域クラブ活動は主に中学校施設を拠点とします。 

〇 運営主体は、中学生を対象とした新たな地域クラブ活動の立ち上げや指導者の派遣を行います。また、活動

に必要な費用等の集金も運営主体が行います。 

〇 各地域クラブ活動は、中学生が自発的な参画を通して活動の「楽しさ」や「喜び」を味わうことを大切にしま

す。試合に勝つための過度な練習等、勝利至上主義の指導は行いません。 

子供たちが活動の場を自ら選択し、主体的に取り組むことのできる環境を目指して 

部活動を地域に展開することで 

(1) 中学生が希望するスポーツ等の経験が

ある地域人材（希望する教職員を含む）

が、中学生の活動を支援します。 

(2) 中学生は、自身が希望する活動につい

て、通学区域等の制限を受けることなく、

市内の地域クラブ活動の中から選択する

ことができるようになります。 

(3) 質の高い授業づくりに専念する時間が

教職員に保障され、学校の教育力の向上

が期待されます。 

 

 

現在の部活動 

⑴  部活動の指導を担当している教職員の多く

が、指導者として必要な専門的な知識や経験を

必ずしも有していないことから、指導技術を身

に付けるとともに活動中の安全を保障するた

めに多くの時間を割いています。 

⑵  部活動の種類は、学校によって異なり、当該

年度の中学生の希望状況により変動する可能

性を有しています。中学生は、自身が通学する

学校にある部活動にしか所属できないため、必

ずしも希望の活動ができない状況が課題とな

っています。 

⑶  平日の放課後及び休日の部活動は、主に学校

の教職員が指導していることから、勤務時間超

過の原因として改善が求められています。 

 

新座市教育委員会 

 

地域クラブの運営主体と主な活動内容 

新座市 

部活動の地域展開 



 

 

 

 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度～令和１３年度 

部活動 

平日 従来通り 従来通り 検討 

土日 
地域クラブが整備された 

種目・活動から行いません 
なし なし 

地域クラブ 
平日 一部団体で実施 

実施可能な地域クラブから 

順次実施 
拡大 

土日 全面実施 全面実施 全面実施 

備考 

休日部活動地域展開 

〇地域クラブ活動への参加は

生徒の任意によります。 

〇在籍する中学校、所属する

部活動の種目に関わらず参

加することができます。 

〇地域クラブ活動が土曜日ま

たは日曜日に行われている

場合は当該種目の週末の

部活動は行いません。 

〇中体連主催大会及びコンク

ール等へは各校の部活動と

して参加する予定です。 

平日部活動・地域クラブ並走期間 

〇平日の地域クラブ活動は 

17時 30分以降で２時間未

満の活動を予定しています。 

〇生徒は平日の地域クラブ活

動に参加するか、自校の部

活動に参加するか選択する

ことができます。一日に両方

の活動に参加することはで

きません。 

〇平日の地域クラブ活動に参

加する場合は、活動拠点が

所属校であっても生徒は一

度帰宅をします。 

平日部活動の在り方を検討 

〇平日地域クラブ活動や地

域協力団体等への参加

率、児童・生徒・保護者の

意向調査、地域クラブ活動

での中体連主催大会及び

コンクール等への参加の

状況から、平日部活動の

在り方について検討しま

す。 

 

※地域協力団体への参加については、それぞれの団体の参加規程によります。申込方法等は別紙「地域協力団体一覧」

を御確認ください。 

 

 

 

部活動地域展開のロードマップ（予定） 

新座市の部活動を地域クラブ活動に展開することについては、新座市のホームページで最新情

報を随時お知らせします。本件に関するお問合せは、右のＱＲコードから送信して 

ください。今後とも御理解、御協力いただきますようお願いいたします。 

新座市教育委員会  

〇  運営主体が必要経費の集金や指導料の支払い

等の会計管理を行います。 

〇 中学校部活動にない種目等の活動を行う非営

利団体で、別途示す条件を満たす場合のみ運営

主体を介さない自主運営型地域クラブ活動とし

て認定します。 


